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読書の秋、スポーツの秋、そして、家庭学習の秋・・・？！ 

 

 ？ ？ 

３時間以上 5.8％ 11.6％ 

２時間以上、３時間より少ない 9.7％ 15.3％ 

１時間以上、２時間より少ない 33.0％ 35.6％ 

３０分以上、１時間より少ない 26.2％ 24.5％ 

３０分より少ない 15.5％ 9.5％ 

全くしない 9.7％ 3.5％ 

 

この表は、何を表わしているでしょうか？本年度５月、２年ぶりに実施されました全国学力・

学習状況調査の「児童質問紙」、児童の学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に

関するアンケートの中で、「学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日どれくら

い勉強をしますか（学習塾で勉強している時間や家庭教師の先生に教わっている時間、イン

ターネットを活用して学ぶ時間も含む）」という質問に対する回答状況です。 

どちらかが「本校児童の平均」で、どちらかが「全国（公立）児童の平均」です。さあ、どうでし

ょうか？ 

本校は左側です。全国平均に比べると、平日１日あたりの家庭学習時間が短い傾向が明ら

かになりました。１時間以上、家庭学習をする子は、本校では 48.5％と半数に達していません

が、全国平均では 62.5％と過半数を超えています。改善が必要と認識しています。 

他にも、いろいろな調査結果が返却されていますので、改めて後日お知らせします。 

 

このような表紙の冊子に見覚えはありますか？各年度 

の入学式の日に、真新しい教科書と一緒にお配りした 

「家庭学習ハンドブック」というものです。本校 HPのリン 

クリストからもアクセスできます。 

学校での学習と家庭学習とは車の両輪のようなもの 

で、どちらもがしっかりしていると、真っ直ぐ前進してい 

くと言われます。一度、お目通しいただいて、子どもた 

ちの家庭学習の参考にしてみてください。この中では、 

各学年の子どもの家庭学習の時間を以下のように定め 

ています。 

 

15分×「学年」がめやすです。 

 つまり、 

1年生なら、15分×1＝15分程度 

6年生なら、15分×6＝90分程度 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月の予定 

 4日（月） 授業参観・学級懇談 

 5日（火） 授業参観・学級懇談 

 7日（木） 地区別児童会（2校時） 

 8日（金） クラブ活動 

14日（木） 5年 自然学校 season2 

～15日（金） 

※校内での活動です 

3年 社会見学 

18日（月） 10分間読書～22日（金） 

28日（木） 子ども運動会 

30日（土） 第 39回 運動会 

 

どうでしょうか？家庭での学習の現状は、十分足りているでしょうか？ 

①その日に、学校の授業で学んできた学習内容をしっかり 

復習すること、次の日に、学ぶ内容を予習すること、②負担を 

感じることの無い、できる内容や量であること、③できる喜びや 

わかる楽しさを感じられるものであることなどを大切に、毎日少 

しずつでも、机に向かえるようになれば、学習習慣は身につい 

てくるのではないでしょうか。 

一方で、家庭での学習習慣の定着のために取り組めばいい 

「6つのポイント」も示されています。 

この「6つのポイント」について、一週間決めて、ふりかえって 

みるのもいいのではないでしょうか。 

この 6つのポイントに関わることや、家庭学習について気を 

付ければいいこと、親はどうかかわったらいいか、各学年に応じ 

て進めたらいい具体的な学習内容なども記されています。 

一度、学校ＨＰからアクセスして、お子さまと一緒に、相談・ 

計画を立ててみてください。 

 

 ○ 4日（月）と 5日（火）に、分散形式による授業参

観（5ｈ）・学級懇談（6ｈ）を予定しています。 

4日（月）は東多田・鼓が滝１丁目、 

5 日（火）は平野・鼓が滝２、３丁目・多田桜木地

区とします。コロナ禍の影響により、本年度初め

ての授業参観・学級懇談です。遅くなりました

が、各学級担任より学級経営方針等をお話しさ

せていただきます。ご多用のことと存じますがご

参加いただけますと幸いにございます。 

○ 30 日（土）、運動会については、ウィズコロナ時

代の新しいカタチの運動会を計画しています。

詳細は別途おしらせします。11 月 1 日（月）は、

実施の如何に関わらず休業日になります。 

 

 

 

 

１０月も引き続き・・・。緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染拡大に

対する防止対策は、引き続き行わなければなりません。 

○ マスク着用については、できる限り「不織布マスク」を隙間なくつけることが予防効果、飛

沫を止める効果が高いようです。ご協力願います。 

○ 毎朝の検温及び風邪症状の確認、健康観察カードは、毎日提出をお願いします。 

○ 引き続き、同居するご家族が、感染、PCR 検査受検、発熱等の風邪症状がある場合、新

型コロナウイルス感染した場合、PCR 検査受検の場合については、お子さまも「出席停

止」、「オンラインでの授業参加は可」とします。お子さまご本人が、感染、PCR 検査受検、

発熱等の風邪症状等がある場合、ゆっくり休養し、回復後の登校に備えるべきと判断し、

「出席停止」「オンラインでの授業参加は不可」とします。 

○ ご連絡は、電話でお願いします。 

 


